
法人・団体寄付

１口 30,000 円

個人寄付

１口 5,000 円

私たちは、建学の精神にある「私学の秀峰」を目指して、

新たなチャレンジをしていきます。

　 皆 さ ま に は 、 日 頃 か ら 本 学 園 の 教 育 活 動 に 深 い ご 理 解 と ご 協 力 を 賜 り 、 厚 く お 礼 申 し あ げ ま す 。

　さ て 、 本 学 園 で は 2 0 3 0 年 ま で の ゴ ー ル と し て 学 園 ビ ジ ョ ン 「 N E X T  H I G A S H I  2 0 3 0 」 を 掲 げ 、

「 地 域 に 、 社 会 に 、 世 界 に 、 開 か れ た 学 校 」 と し て 、 「 人 と つ な が り 、 世 界 と つ な が り 、 未 来 と つ

な が る 人 」 を 育 成 し て い き ま す 。

　本 募 金 は 、 こ れ ら の 実 現 の た め 、 【 ① 周 年 記 念 事 業 　 ② 施 設 ・ 設 備 な ど の 充 実 　 ③ 全 国 大 会 出 場

に 伴 う 教 育 活 動 　 ④ 奨 学 制 度 　 ⑤ そ の 他 の 教 育 活 動 】 の 5 項 目 に 分 け て 、 ご 希 望 の 使 途 目 的 を 選 ん で

ご 寄 付 い た だ け る 使 途 指 定 型 の 募 金 事 業 で す 。 皆 さ ま か ら の 支 援 は 対 象 テ ー マ 事 業 を 推 進 す る た め

の 資 金 と し て 大 切 に 活 用 さ せ て い た だ き ま す 。

　昨 今 の 厳 し い 社 会 情 勢 の 折 、 大 変 恐 縮 で は ご ざ い ま す が 、 本 募 金 の 趣 旨 を ご 理 解 い た だ き 、 教 育

活 動 の 拡 充 の た め 、 倍 旧 の ご 支 援 、 ご 協 力 を 賜 り ま す よ う 心 よ り お 願 い 申 し あ げ ま す 。

学 校 法 人  東 福 岡 学 園  教 育 活 動 事 業 募 金 の お 願 い

学 校 法 人  東 福 岡 学 園  教 育 活 動 事 業 募 金 に つ い て

本学園（東福岡高等学校・東福岡自彊館中学校）の様々な教育活動に活用させていただきます。
以下の使途目的から選んでご寄付いただけます。

① 周 年 記 念 事 業 　 　 　 ② 施 設 ・ 設 備 な ど の 充 実 　 　 　 ③ 全 国 大 会 出 場 に 伴 う 教 育 活 動
④ 奨 学 制 度 　 　 　 　 　 ⑤ そ の 他 の 教 育 活 動

学 校 法 人  東 福 岡 学 園

東 福 岡 高 等 学 校 ・ 東 福 岡 自 彊 館 中 学 校
〒 8 1 2 - 0 0 0 7 　 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 東 比 恵 2 丁 目 2 4 - 1
T E L :  0 9 2 - 4 1 1 - 3 7 0 2  /  E m a i l :  i n f o @ h i g a s h i f u k u o k a . e d . j p

地域に、社会に、世界に、開かれた学校として、

人とつながり、世界とつながり、未来とつながる人を育成します。



① ご寄付 

本学園指定の払込取扱票での
お申し込み

寄付専用ページからお申し込みいただけます。
クレジットカード決済
コンビニ決済
インターネットバンキング 、

有利

税 務 署

(5万円-2,000円)×0.4=19,200円

学 校 法 人  東 福 岡 学 園

東 福 岡 高 等 学 校 ・ 東 福 岡 自 彊 館 中 学 校
〒 8 1 2 - 0 0 0 7 　 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 東 比 恵 2 丁 目 2 4 - 1
T E L :  0 9 2 - 4 1 1 - 3 7 0 2  /  E m a i l :  i n f o @ h i g a s h i f u k u o k a . e d . j p

本学指定の払込取扱票に必要事項をご記入の

うえ、最寄りの郵便局・銀行にてお振り込み

ください。

ご寄付の申込方法について

１ インターネットでのお申し込み

お申込みはこちら

ご寄付者への感謝の気持ちを込めて

「学校法人東福岡学園 教育活動事業募金」に３万円以上のご寄付を賜った方につ
きましては、清風館５階廊下壁面に設置している「学校法人 東福岡学園 教育活動
事業募金寄付者銘板」へご芳名を刻み、永く顕彰させていただきます。
また、ご寄付をいただいた方全員の「芳名録」を作成し、大切に保管いたします。

確定申告を行うことで、所得税の還付および住民税の控除を受けることができます。申告手続き方法や金額などの詳細は、お住
まいの地域の税務署にお尋ねください。

税制上の優遇措置について

「個人」の皆さま

「法人」の皆さま

本学園への寄付金は、全額を損金に算入することができ、法人税負担の減少につながります。寄付金に対する損金算入手続きに
は、以下の2通りの方法があります。
どちらか一つをお選びいただけますので、本学園の募金担当までご連絡ください。
●受配者指定寄付金（寄付金全額を損金に算入可能）
●特定公益増進法人に対する寄付金（寄付金を一定の限度額まで損金に算入可能）

本募金にご支援いただきました「個人」「法人」の皆さまには、税制上の
優遇措置がありますのでぜひご利用ください。

■ 所得税の寄付金控除

確定申告の際、「税額控除制度」又は「所得控除制度」の2つの制度から、いずれか有利な方を選択することができます。

■ 住民税の控除制度

福岡県内、福岡市内に居住の方については、確定申告により県民税、市民税の寄附金控除が受けられます。なお、確定申告のご相談は、所轄
税務署へお問い合わせください。また、他の都道府県、福岡市以外の市町村についても、控除の対象となる場合があります。詳細はお住まい
の県・市町村へお問い合わせください。

A）税額控除制度
　（寄付金額   ‐2,000円）× 40％ ＝ 税額控除額

 B）所得控除制度
　　寄付金額   ‐2,000円 ＝ 所得控除額

（所得税率が高い所得者の方に減税効果が大きくなります）

※1 ※2 ※1

確定申告から還付までの流れ （例）所得課税300万円の方が、5万円寄付された場合

税額控除

所得控除

1 9,200万 円

4,800 円 (5万円-2,000円)×0.1= 4 ,800円
または

※1) 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40％が上限となります。 ※2) 税額控除額は、その年の所得税額の25％が上限となります。

※課税される所得金額は、便宜的に、所得金額（給与等の収入金額ー給与所得控除額）から社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の合計額（寄付金控除分を除く）を
控除した金額としています。

本学園指定の振込取扱表につきましては、募金
担当窓口にお尋ねください。

学 校

課税対象所得　300万円

寄付者

所得税率　　　　  10%

③ 確定申告

④ 還付金（申請時に、有利な【税額控除】を選択）

国

②領収書
　証明書(写) 

２

ATM決済（ペイジー）

３ 学園窓口でのお申し込み

学園窓口でもご寄付の受付を承っております。

詳しくは、募金担当窓口までご連絡ください。

【問い合わせ】

092-411-3702

9:00 〜16:00（土日、祝祭日、長期休暇を除く）

学校法人 東福岡学園
東福岡高等学校 事務室（募金担当）


